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墨田区条例第３４号 



   墨田区高齢者個室借上げ住宅条例の一部を改正する条例 

 墨田区高齢者個室借上げ住宅条例（平成２年墨田区条例第２７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第２項中「準じる」を「準ずる」に改める。 

 第１１条第２号中「料金」を「使用に係る費用」に改める。 

 第１７条中「又は」を「、又は」に改める。 

 別表を次のように改める。 

別表 
 

使 用 料（月額） 
使 用 者 の 収 入 区 分 

単身世帯用住宅 ２人世帯用住宅 

１０４，０００円以下の場合 １３，０００円 １７，６００円 

１０４，０００円を超え１２３，０００円以下の場合 １５，０００円 ２０，３００円 

１２３，０００円を超え１３９，０００円以下の場合 １７，１００円 ２３，２００円 

１３９，０００円を超え１５８，０００円以下の場合 １９，３００円 ２６，２００円 

１５８，０００円を超え１８６，０００円以下の場合 ２２，１００円 ３０，０００円 

１８６，０００円を超え２１４，０００円以下の場合 ２５，５００円 ３４，６００円 

２１４，０００円を超え２５９，０００円以下の場合 ５７，４００円 ７３，２００円 

２５９，０００円を超える場合 ８５，０００円 １０６，０００円 

 

付 則 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ この条例による改正後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例（以下「新条例」とい

う。）の規定による使用料の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

３ 新条例別表の規定は、平成２２年度以降の年度の借上げ住宅の毎月の使用料の算

定について適用し、平成２１年度以前の借上げ住宅の毎月の使用料の算定について

は、なお従前の例による。 



４ 施行日において現に借上げ住宅を使用している者の次の各号の表の左欄に掲げる

各年度の使用料は、その者に係る新条例の規定による使用料の額（以下「新使用料

の額」という。）が改正前の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例（以下「旧条例」と

いう。）の規定による使用料の額（以下「旧使用料の額」という。）を超える場合

にあっては、新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の各号の表の左

欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該各号の表の右欄に定める負担調整率

を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。 

 ⑴ 新条例別表に掲げる使用者の収入区分の各段階と旧条例別表に掲げる使用者の

収入区分の各段階とを比較して１段階上昇する場合 
 

年度の区分 負担調整率 

平成２２年度 ５分の１ 

平成２３年度 ５分の２ 

平成２４年度 ５分の３ 

平成２５年度 ５分の４ 
 

 ⑵ 新条例別表に掲げる使用者の収入区分の各段階と旧条例別表に掲げる使用者の

収入区分の各段階とを比較して２段階上昇する場合 
 

年度の区分 負担調整率 

平成２２年度 ７分の１ 

平成２３年度 ７分の２ 

平成２４年度 ７分の３ 

平成２５年度 ７分の４ 

平成２６年度 ７分の５ 

平成２７年度 ７分の６ 
 

 

 

 


